
 
 

大和市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

平成２８年８月２６日 

大和市教育委員会 

教育長  柿 本 隆 夫 

 

大和市教育委員会規則第１４号 

大和市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則 

大和市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則（平成２１年大和市教育委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「左欄」を「中欄」に改め、「（以下「補助執行事務」という。）」を削る。 

別表第１を次のように改める。 

  



 
 

別表第１（第２条関係） 

 事務 職員 

１ 

(1) 児童及び生徒の転学に係る諸届の受付及び入学期日通知書

等の交付に関すること。 

(2) 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）に基づく医療

券発行に係る申請書の受付及び交付に関すること。 

市民課長及び市民課の職

員 

２ 

(1) 青少年教育に係る調査及び企画に関すること。 

(2) 青少年教育施設の整備計画に関すること。 

(3) 青少年関係団体の指導及び育成に関すること。 

(4) 青少年指導者の育成に関すること。 

(5) 青少年を対象とする集会、講座、研修等の開催、指導助言

及び育成に関すること。 

(6) 青少年センターの管理運営に関すること。 

こども部長及びこども・青

少年課の職員 

３ 

(1) 文化財の収集、保存、調査研究、活用及び普及啓発に関す

ること。 

(2) つる舞の里歴史資料館及び下鶴間ふるさと館の管理運営に

関すること。 

(3) つる舞の里歴史資料館における資料の収集及び調査研究に

関すること。 

(4) つる舞の里歴史資料館及び下鶴間ふるさと館における収蔵

した資料の保管、展示及び郷土文化の向上のための啓発活動に

関すること。 

(5) 郷土民家園に関すること。 

(6) 文化財保護審議会に関すること。 

文化スポーツ部長及び文

化振興課の職員 

４ 

(1) 社会教育の総合的な企画調整に関すること。 

(2) 社会教育に係る調査及び企画に関すること。 

(3) 社会教育施設の整備計画に関すること。 

(4) 社会教育関係団体の指導及び育成に関すること。 

(5) 社会教育指導者の育成に関すること。 

(6) 社会教育に係る講座、討論会、講習会、講演会、展示会そ

文化スポーツ部長及び図

書・学び交流課の職員 



 
 

の他の集会に関すること。 

(7) 社会教育に対する支援に関すること。 

(8) 社会同和教育に係る啓発に関すること。 

(9) ユネスコ活動に関すること。 

(10) 社会教育委員に関すること。 

(11) 学習機会提供の総合管理に関すること。 

(12) 生涯学習センターの事業計画に関すること。 

(13) 生涯学習センターの管理運営に関すること。 

(14) 学校施設の使用による生涯学習の振興に関すること。 

(15) 生涯学習センター関係機関との連絡調整に関すること。 

(16) 地域を対象とする講座、展示会その他各種集会に関するこ

と。 

(17) 図書館の事業計画に関すること。 

(18) 図書館の管理運営に関すること。 

(19) 図書資料等の選択、受入及び保存に関すること。 

(20) 図書資料等の館内閲覧及び貸出しに関すること。 

(21) 図書資料等の紹介、相談及び読書案内に関すること。 

(22) 館外奉仕に関すること。 

(23) 読書活動の推進に関すること。 

(24) 読書会その他各種行事の開催に関すること。 

５ 
(1) 学校体育施設のスポーツ開放に関すること。 文化スポーツ部長及びス

ポーツ課の職員 

６ 

(1) この補助執行における大和市議会においての説明及び答弁

に関すること。 

(2) この補助執行において、大和市教育委員会教育長に対する

事務委任等に関する規則（昭和４０年大和市教育委員会規則第

１号）に基づく事項について、教育委員会の会議に出席し、説

明又は報告すること。 

(3) この補助執行における教育財産の管理に関すること。 

こども部長及び文化スポ

ーツ部長その他こども部

及び文化スポーツ部の職

員 

  



 
 

別表第３を次のように改める。  



 
 

別表第３（第４条関係） 

補助執行さ

せる課 

決裁事項／

決裁者 

課長 次長 部長 教育長 備考 

市民課 就学及び学

校保健 

① 児童及

び生徒の

転学に係

る入学期

日通知書

等の交付

（所定職

員に専決

させるこ

と。） 

② 学校保

健に係る

医療券申

請の受付

及び交付

（所定職

員に専決

させるこ

と。） 

    

こども・青

少年課 

青少年教育 ① 青少年

教育に関

する調査

及び施策

の推進 

② 青少年

教育関係

団体の指

 ① 青少年

教育に関

する総合

的な企画

調整及び

施策の決

定で軽易

なもの 

① 青少年

教育に関

する総合

的な企画

調整及び

施策の決

定で重要

なもの 

事務委任規

則第２条第

１項に当た

る事項は、

教育委員会

の会議に付

さなければ

ならない。 



 
 

導及び育

成並びに

青少年指

導者の育

成 

③ 青少年

を対象と

す る 集

会、講座、

研修等の

開催及び

実施で軽

易なもの 

④ 青少年

を対象と

する指導

助言及び

育成 

② 青少年

教育施設

の整備計

画に関す

るもので

軽易なも

の 

③ 青少年

を対象と

す る 集

会、講座、

研修等の

開催及び

実施で重

要なもの 

② 青少年

教育施設

の整備計

画に関す

るもので

重要なも

の 

青少年セン

ター 

青少年セン

ターの利用

の承認にか

かるもので

定例的なも

の（所定職

員に専決さ

せること。） 

 青少年セン

ターの利用

の承認にか

かるもので

異例なもの 

  

文化振興課 文化財の保

護 

① 文化財

の収集、

保存、調

査研究、

 ① 文化財

の滅失毀

損の届出 

② 文化財

文化財の現

状変更移転

等の承認 

 



 
 

活用及び

普及啓発 

② 文化財

の所有者

等の変更

の届出 

③ 神奈川

県文化財

保護条例

（昭和３

０年神奈

川県条例

第 １ ３

号）第３

６条の８

及び神奈

川県文化

財保護条

例の施行

等に関す

る 規 則

（昭和５

１年神奈

川県教育

委員会規

則第１４

号）第４

０条の規

定に基づ

き処理す

にかかる

状況の報

告又は調

査 



 
 

る事務 

④ 文化財

に関する

各種事業

の実施 

つる舞の里

歴史資料館

及び下鶴間

ふるさと館 

① つる舞

の里歴史

資料館及

び下鶴間

ふるさと

館の管理

運営 

② つる舞

の里歴史

資料館に

おける資

料の収集

及び調査

研究 

③ つる舞

の里歴史

資料館及

び下鶴間

ふるさと

館におけ

る資料の

保管、展

示及び普

及啓発活

動 

    



 
 

図書・学び

交流課 

社会教育 ① 社会教

育に関す

る調査及

び施策の

推進 

② 社会教

育関係団

体の指導

及び育成

並びに社

会教育指

導者の育

成 

③ 社会教

育に関す

る各種行

事等の開

催及び実

施で軽易

な も の

（所定職

員に専決

させるこ

と。） 

④ 社会同

和教育に

関する啓

発 

⑤ ユネス

コ活動 

 ① 社会教

育に関す

る総合的

な企画調

整及び施

策の決定

で軽易な

もの 

② 社会教

育に関す

る計画の

策定及び

改定に関

するもの

で軽易な

もの 

③ 社会教

育に関す

る各種行

事等の開

催及び実

施で重要

なもの 

① 社会教

育に関す

る総合的

な企画調

整及び施

策の決定

で重要な

もの 

② 社会教

育に関す

る計画の

策定及び

改定に関

するもの

で重要な

もの 

③ 社会教

育に関す

る各種行

事等の開

催及び実

施で特に

重要なも

の 

事務委任規

則第２条第

１項に当た

る事項は、

教育委員会

の会議に付

さなければ

ならない。 



 
 

公民館 ① 生涯学

習センタ

ーの使用

の承認に

かかるも

ので定例

的なもの

（所定職

員に専決

させるこ

と。） 

② 図書・

学び交流

課が所掌

する事業

における

学校施設

利用者登

録（所定

職員に専

決させる

こと。） 

③ 図書・

学び交流

課が所掌

する事業

における

学校施設

の使用許

可（所定

 ① 生涯学

習センタ

ーにかか

る事業計

画の策定

及び改定

に関する

もので軽

易なもの 

② 生涯学

習センタ

ーの使用

の承認に

かかるも

ので異例

なもの 

③ 生涯学

習センタ

ー の 講

座、展示

会その他

各種集会

の開催及

び実施で

重要なも

の 

生涯学習セ

ンターの事

業計画の策

定及び改定

に関するも

ので重要な

もの 

事務委任規

則第２条第

１項に当た

る事項は、

教育委員会

の会議に付

さなければ

ならない。 



 
 

職員に専

決させる

こと。） 

④ 生涯学

習センタ

ー関係機

関との連

絡調整 

⑤ 生涯学

習センタ

ー の 講

座、展示

会その他

各種集会

の開催及

び実施で

軽易なも

の（所定

職員に専

決させる

こと。） 

図書館 ① 図書館

の運営及

び維持管

理 

② 図書館

に関する

調査及び

研究 

③ 読書活

 ① 図書館

にかかる

事業計画

の策定及

び改定に

関するも

ので軽易

なもの 

② 図書及

図書館の事

業計画の策

定及び改定

に関するも

ので重要な

もの 

事務委任規

則第２条第

１項に当た

る事項は、

教育委員会

の会議に付

さなければ

ならない。 



 
 

動の推進

及び読書

案内 

④ 図書館

資料等の

収集及び

保存 

⑤ 図書館

資料等の

閲覧及び

貸出並び

に他機関

等との相

互貸出に

かかる連

絡及び協

力 

⑥ 図書及

び読書に

関する各

種行事等

の開催及

び実施で

軽易なも

の 

び読書に

関する各

種行事の

開催及び

実施で重

要なもの 

スポーツ課 スポーツ開

放 

① スポー

ツ開放に

かかる学

校施設利

用者登録 

    



 
 

② スポー

ツ開放に

かかる学

校施設の

使用許可

（所定職

員に専決

させるこ

と。） 

（注） この表の適用に当たり、次長の職が置かれていない場合は、この表の次長の欄に掲げる

事項は部長を決裁者とする。 

  



 
 

附 則 

この規則は、平成２８年９月１日から施行する。 

 

 

 


